
平成２７年度概算要求の概要 

（雇用均等・児童家庭局） 
 

 「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の受入児童数の拡大、「放

課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブの拡充、母子保健医療対

策の強化、ひとり親家庭支援の推進などにより、子どもを産み育てやすい環

境を整備する。 

 また、女性の活躍推進に向けて、ポジティブ・アクションの取組みを推進

するとともに、仕事と子育ての両立支援を推進する。 

 さらに、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保などにより、安心し

て働くことのできる環境を整備する。 

 

 

≪主要事項≫ 

 

１ 待機児童解消などに向けた取組 

２ 母子保健医療対策の強化 

３ 児童虐待・ＤＶ対策、社会的養護の充実 

４ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 

５ 児童手当制度 

６ 仕事と子育ての両立支援（後掲） 

 

 

１ 女性の活躍推進 

２ パートタイム労働者対策の推進 

３ 多様な働き方に対する支援の充実（一部再掲） 

 

 

 

１ 被災した子どもへの支援（復興庁計上） 

２ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上） 

 

 

 

第第１１  子子どどももをを産産みみ育育ててややすすいい環環境境づづくくりり 

第第２２  女女性性のの活活躍躍推推進進とと安安心心ししてて働働くくここととののででききるる環環境境整整備備 

第第３３（（復復興興関関連連））東東日日本本大大震震災災かかららのの復復興興へへのの支支援援 
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≪予算額≫ 

 
（単位：億円） 

会計区分 
平成 26 年度 

当初予算額 

平成 27 年度 

概算要求額 
増▲減額 伸び率 

 

 

一般会計 

 

 

 

 

年金特別会計 

子どものための 

金銭の給付勘定 
 

うち、児童育成事業費 

 

 

 

労働保険特別会計 

 

労災勘定 

 

雇用勘定 

 

 

 

東日本大震災復興

特別会計 

 

 

 

２1，４０９ 

 

 

 

 

 

 

 
 

６６０ 

 

 

 

１０４ 

 

２．９ 

 

１０１ 

 

 

 

４６ 

 

 

２１，４５６ 

 

 

 

 

 

 

 
 

６４２ 

 

 

 

１１７ 

 

２．９ 

 

１１４ 

 

 

 

６４ 

 

 

４７ 

  

 

 

 

 

 

 
 

▲１８ 

 

 

 

１３ 

  

０ 

 

１３ 

 

 

 

１８ 

 

 

＋0.2％ 

 

 

 

 

 

 

 
 

▲2.7％ 

 

 

 

＋12.5％ 

 

0.0％ 

 

＋12.9％ 

 

 

 

＋39.6％ 

※ 数値は端数処理の関係上一致しないものがある。 

 
 
 
 
 
 

注 税制抜本改革に伴う社会保障の充実、消費税率の引上げに伴う支出の増の取扱いについては、

税制抜本改革法附則第１８条に基づく判断を踏まえた上で、平成２７年度における消費税増収

分の動向等を踏まえ、予算編成過程で検討。 

  また、子ども・子育て支援に係る消費税率引上げ以外の財源の確保などについても、予算編

成過程で検討。 

 
※概算要求額のうち、２７３億円は「新しい日本のための優先課題推進枠」 
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【参考１】 

  

「経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定）」（骨太の方針）

において、女性の活躍を推進するため、女性の活躍を支える社会基盤となる取組（「待機

児童解消加速化プラン」の展開）を進めることとされている。 
引き続き、政府の最重要課題である「待機児童ゼロ」の実現に向けて、「待機児童解消

加速化プラン」に基づき、意欲のある自治体の取組を積極的に支援するため、補助率の

嵩上げ（1/2→2/3）による保育所等の整備を推進する。 

 

  
「経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定）」（骨太の方

針）において、出産・子育て支援も社会保障の柱であるという認識を共有しつつ、出

生率の回復に成功した諸外国の経験も参考にしながら、結婚・妊娠・出産・育児の「切

れ目のない支援」を行うため、財源を確保した上で子どもへの資源配分を大胆に拡充

し、少子化対策を充実することとされたことから、地域における切れ目のない妊娠・

出産支援の更なる強化を図るため、 
 

① 様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て期にわたる支援について、ワン

ストップ拠点を立ち上げ、 

② 母子保健コーディネーターが全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、情報の一

元化を図る 

 等、これまでの取組を強化するとともに、新たにこれらの事業を推進する観点から、 

都道府県が人材育成のために研修を行う等、市町村を支援する仕組みを構築する。 

 

【参考２】 

【参考３】 

  
就職・結婚・出産等のライフステージに応じて、若者がどのように行動するか、一

定の若者を継続的に調査し、若者の行動が地方の人口に与える影響を分析する。 

≪新しい日本のための優先課題推進枠≫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

待機児童解消加速化プランの更なる展開（２３５億円） 

 

妊娠・出産包括支援事業の展開（３３億円） 

 

若者のライフステージに応じた行動の縦断調査（仮称）の実施（１億円） 
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 「『日本再興戦略』改訂 2014」において、女性の更なる活躍推進のため、女性にとっ

て働きやすい職場環境を整備するとともに、指導的地位に占める女性の割合の増加に向

けて総合的かつ集中的に取り組む必要があるとされ、新たに講ずべき具体的措置とし

て、女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みを構築する観点から、企業における女性

の登用等の実情把握、目標設定、目標達成に向けた自主行動計画の策定及びこれらの情

報開示等の検討が盛り込まれたところである。 

 また、これらの企業の取組を促進するためのインセンティブの付与など実効性を確保

するための措置の検討が求められていることから、女性活躍の現状に関する実態把握・

情報開示を行うとともに、行動計画を策定・公表した事業主に対し、助成金を支給する。 

【参考４】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

女性活躍推進加速化助成金等事業（仮称）（４億円） 
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１ 待機児童解消などに向けた取組 

（平成 26 年度当初予算額）     （平成 27 年度概算要求額） 

６，５８０億円 → ６，５６０億円 

 

（１）待機児童解消策の推進など保育の充実（一部推進枠）     ６，２００億円 

待機児童の解消を図るため、「待機児童解消加速化プラン」の取組を強力に進め、

保育所等の受入児童数の拡大を図るとともに、保護者の働き方や地域の実情に応じ

た多様な保育を提供するため、延長保育、休日・夜間保育、病児・病後児保育等の

充実を図る。（※） 

また、「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため、「保育士・保育所支援

センター」の機能を強化し、離職した保育士に対する定期的な再就職支援等による

保育士確保対策の充実を図る。 

 
（２）放課後児童対策の充実                           ３３２億円 

小学校入学後の児童の総合的な放課後対策を講ずるため、「放課後子ども総合プラ

ン」に基づき、保育の利用者が引き続き就学後も利用できるよう、放課後児童クラブ

の計画的な整備等を図る。（※） 

 

（３）「子育て支援員（仮称）」研修制度の創設【新規】            ６．５億円 

幅広い子育て支援分野において、経験豊かな地域の人材が幅広く活躍できるよう、

必要な研修を受講した場合に「子育て支援員（仮称）」として認定する仕組みを創設

し、新たな担い手となる人材の確保等を図る。 

 

（参考） 

保育緊急確保事業（※）（内閣府予算において計上） 

認定こども園事業や小規模保育運営支援事業などの子ども・子育て支援新制度

における施設型給付や地域型保育給付に関する事業、地域子育て支援拠点事業な

どの新制度に基づき市町村が実施する事業等について、先行的に実施する「保育

緊急確保事業」にかかる事業については、引き続き、内閣府において要求。 

 

 

 

 

 

 

 

第第１１  子子どどももをを産産みみ育育ててややすすいい環環境境づづくくりり 

（※）子ども・子育て支援新制度の施行 

子ども・子育て支援新制度の施行（平成 27 年４月予定）に向けた、「量的拡

充」と「質の改善」の実施のために必要な経費等について、平成 27 年度におけ

る消費税増収分の動向等を踏まえて、予算編成過程で検討する。 
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２ 母子保健医療対策の強化 

１８８億円 → ２３９億円 

 

（１）地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化（一部推進枠）        

１７０億円 
①妊娠・出産包括支援事業の展開 

地域ごとに、様々な機関の関係者が機能の連携・情報の共有を図り、妊娠期から

子育て期にわたる総合的相談や支援を行うワンストップ拠点を立ち上げ、母子保健

コーディネーターが全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し情報の一元化を図る

ことにより、妊産婦等に対しきめ細やかな支援を実施する。 

また、退院直後の母子への心身のケアや育児サポートなどを行う産後ケア事業等

を実施する。 

さらに、都道府県が母子保健コーディネーター等の人材育成のために研修を行う

等、市町村を支援する仕組みを構築する。 

 
②不妊に悩む方への特定治療支援事業 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる特定不妊治療に

要する費用等の助成を行う。 

 

（２）慢性的な疾病を抱える児童などへの支援【一部新規】（一部再掲）                                  

２００億円 

平成 26 年５月に成立した「児童福祉法の一部を改正する法律」を踏まえ、平成

27 年１月から、慢性的な疾病を抱える児童等について、新たな公平かつ安定的な医

療費助成の制度を確立し、患児家庭の医療費の負担軽減を図る。 

また、慢性的な疾病を抱える児童等の自立を促進するため、療養生活に係る相談

や地域の関係者が一体となって自立支援を行うための事業を行う。 

さらに、小児期から成人期への円滑な医療の移行を実施するためのモデル事業を

行う。 

 

 

３ 児童虐待・ＤＶ対策、社会的養護の充実 

  １，０５３億円 → １，０９６億円 

 

（１）児童虐待防止対策の推進、社会的養護の充実      １，０７４億円 
①児童虐待防止対策の推進【一部新規】 

児童相談所等の専門性の確保・向上を図り、相談機能を強化するとともに、市町

村に対する支援・連携強化を図る。また、児童虐待を発見した者、子育てに悩みを

抱える者が、必要性を感じたときに、児童相談所に迅速に通告・相談ができるよ

うにする。 
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②家庭的養護の推進【一部新規】                                    

虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもを、より家庭的な環境で、安定

した人間関係の下で育てることができるよう、里親・ファミリーホームへの委託を

進めるとともに、既存の建物の賃借料や施設整備費に対する助成を行い、グルー

プホーム、小規模グループケア等の実施を推進する。 

また、里親登録されているが、児童を委託されていない里親（未委託里親）に

対して、委託に向けたトレーニングを実施する事業を創設し、里親委託の推進を

図る。 

なお、児童養護施設等の小規模化・地域分散化を推進するための職員配置基準

の引上げ等への対応は、平成 27 年度における消費税増収分の動向等を踏まえて、

予算編成過程で検討する。 

 

③被虐待児童などへの支援の充実【一部新規】                           

児童養護施設等退所後の社会的自立につなげるため、児童養護施設入所児童等

に対する学習支援や退所児童等のアフターケアの充実を図るとともに、児童家庭

支援センターの箇所数の増を図る。 

 

（２）配偶者からの暴力（DV）防止など婦人保護事業の推進（一部再掲） 

                                     ７３億円 

配偶者からの暴力（DV）被害者等に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自

立支援等の取組を推進する。 

 

 

４ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 

１，８７９億円 → １，８６０億円 

 

（１）ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化【一部新規】 

                             ８３億円 

ひとり親家庭の自立を支援し、子どもの貧困対策にも資するものとして、就業支

援、子育て・生活支援、養育費確保支援などを総合的に推進する。 

特に、ひとり親家庭の子どもに対する学習支援を充実するとともに、ひとり親の

就業機会や転職機会を広げるために、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実

施や在宅就業推進事業の充実を図る。 

 

 

（２）自立を促進するための経済的支援              １，７７７億円 

ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や技能習得等に必要な

資金など母子父子寡婦福祉資金の貸付けによる経済的支援を行う。 
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（３）仕事と育児の両立支援（一部後掲・９ページ参照）          ０．５億円 

 

 

５ 児童手当制度    １兆４，１７８億円 → １兆４，１７７億円 

 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

 

 

６ 仕事と子育ての両立支援（後掲・９ページ参照） 

８８億円 → ９８億円 

 

 
 

 

 

 

１ 女性の活躍推進 

     ９６億円 → １１３億円 

 

（１）女性の活躍推進のための積極的取組の推進【一部新規】（一部推進枠） 

１５億円 
「202030」（指導的地位に占める女性の割合を 2020 年までに 30％とする）の達成

に向け、地域における企業の取組を強力に支援・推進する枠組みを構築する。 

また、女性の登用状況等に関する企業情報の総合データベース化を図り、女性の

活躍推進に積極的な企業に対する求職が増えるよう環境整備を図る。 

女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組み構築の一環として、企業の取組を促進

するためのインセンティブ付与を検討することとされていることから、女性活躍の

現状に関する実態把握・情報開示を行うとともに、行動計画を策定・公表した事業

主に対し、助成金を支給する。 

さらに、個々の企業で女性が活躍しやすい職場環境整備を一層促進することを目

的に従来の助成金を見直し、ポジティブ・アクションに関する目標を達成した場合

に、その取組みに要した費用に対して助成金を支給する。 

 

（２）仕事と子育ての両立支援【一部新規】             

９８億円 
労働者の円滑な育休取得・職場復帰を図るため、育休復帰支援プランの策定支援

を行うとともに、期間雇用者の育児休業取得を促進するため、中小企業団体等で活

動する育休復帰プランナーの養成を目的とした研修内容の充実、育児休業中の代替

要員の確保を行う事業主のコスト負担の軽減等を目的とした両立支援等助成金の拡

充などを行うことにより労働者の円滑な育休取得・職場復帰を図る。 

第第２２  女女性性のの活活躍躍推推進進とと安安心心ししてて働働くくここととのの出出来来るる環環境境整整備備 
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また、男性の育児参加を促進するため、「イクボスアワード」の実施等イクメンプ

ロジェクトを推進する。 

育児休業の取得促進を図るため、事業主が、育児休業を取得した労働者に対し、

育児休業給付金（67％）に上乗せする経済的支援を行った場合、一部助成を行う。 
さらに、子育て等により離職した女性の再就職を支援するため、託児付き再就職

支援セミナーを拡充する。 

 

 

２ パートタイム労働者対策の推進 

         ８億円 → ８．１億円 

               
パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等を推進するため、改正パートタイ

ム労働法の周知、指導等により、改正法の着実な履行確保を図るとともに、パート

タイム労働者の均等・均衡待遇の確保に向けた事業主の取組を支援し、あわせてパ

ートタイム労働者のキャリアアップ支援等を行う。 

 

 

３ 多様な働き方に対する支援の充実（一部再掲） 

              ５．９億円 → ５．７億円 

 

（１）テレワークの推進                                ０．６億円 

仕事と育児・介護の両立を図るため良質なテレワークの普及に向け、モデル実証

事業の実施等に取り組む。 

また、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知や、在宅就業者や

発注者等を対象としたセミナーの開催等の支援事業を実施する。 

  

（２）短時間正社員制度の導入・定着の促進（再掲）            ５．１億円 

ライフスタイル・ライフステージに応じた多様な働き方の実現できる短時間正社

員制度の導入・定着を支援するため、ノウハウの提供や制度導入に係るセミナーの

実施等を行う。 
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１ 被災した子どもへの支援（復興庁計上） 

                           ４０億円 

 

被災した子どもへの支援を継続して行うため、子どもをもつ家庭等への訪問に

よる心身の健康に関する相談･支援、遊具の設置や子どもの心と体のケアなど､総

合的な支援を行う。 

 

 

２ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上） 

                   ５．７億円 → ２４億円 

 

東日本大震災で被災した児童福祉施設等のうち、各自治体の復興計画で、平成

27 年度に復旧が予定されている施設等の復旧に必要な経費について、財政支援を

行う。 

第第３３（（復復興興関関連連））東東日日本本大大震震災災かかららのの復復興興へへのの支支援援 
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【
趣
旨
】

政
府
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
保
育
所
待
機
児
童
の
解
消
の
た
め
、
昨
年
４
月
に
総
理
が
公
表
し
た
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化

プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
平
成
２
９
年
度
末
ま
で
に
４
０
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
。

平
成
２
７
年
度
は
、
引
き
続
き
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
８
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
。

女
性
の
活
躍
推
進
や
待
機
児
童
解
消
に
意
欲
の
あ
る
自
治
体
の
取
組
を
積
極
的
に
支
援
す
る
た
め
、
保
育
所
の
施
設
整
備
費

や
小
規
模
保
育
、
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
等
を
実
施
す
る
た
め
の
改
修
費
等
に
つ
い
て
、
補
助
率
の
嵩
上
げ

（
1
／
2
→
2
／
3
）
に
必
要
な
額
を
推
進
枠
に
よ
り
確
保
。

【
重
点
課
題
】 女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
、
女
性
の
活
躍
を
支
え
る
社
会
基
盤
と
な
る
取
組
（
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の

展
開
）
を
進
め
る
。
［
骨
太
の
方
針
］

引
き
続
き
、
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
「
待
機
児
童
ゼ
ロ
」
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
。

［
日
本
再
興
戦
略
］

子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
環
境
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
が
希
望
す
る
理
想
の
子
ど
も
数
と
現
実
の
子
ど
も
数

と
の
乖
離
を
縮
小
し
、
出
生
率
の
回
復
と
安
定
し
た
人
口
構
造
の
保
持
が
期
待
さ
れ
る

［
未
来
へ
の
選
択
、
地
方
の
創
生
と
人
口
減
少
の
克
服
に
向
け
た
取
組
］

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
更
な
る
展
開

～
待
機
児
童
ゼ
ロ
へ
～

緊
急
集
中
取
組
期
間

2
0
1
3
（
Ｈ
2
5
）
年
度

2
0
1
5
（
Ｈ
2
7
）
年
度

2
0
1
7
（
Ｈ
2
9
）
年
度

2
0
1
9
（
Ｈ
3
1
）
年
度

新
制
度
ス
タ
ー
ト

２
年
間
前
倒
し

緊
急
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

保
育
ニ
ー
ズ
の
ピ
ー
ク

新
制
度
等
に
よ
る
取
組

取
組
加
速
期
間

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
期
間
（
2
0
1
5
～
2
0
1
9
年
度
）

４
０
万
人

２
０
万
人

消
費
税
財
源
確
保

待
機
児
童
解
消
を

目
指
す

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン

補
助
率
の
嵩
上
げ
効
果
に
よ
り

約
2
0
万
人
分
の
整
備
目
標
に

到
達
す
る
見
込
み

【
推
進
枠
：
２
３
５
億
円
】

参
考
１
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□
意
欲
の
あ
る
自
治
体
を
強
力
に
支
援
し
、

□
保
育
所
等
に
つ
い
て
、
平
成
２
９
年
度

末
ま
で
に
約
４
０
万
人
分
を
新
た
に

整
備

□
補
助
率
の
嵩
上
げ
に
よ
り
、
整
備
目
標
の

確
実
な
到
達
を
目
指
す

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進

保
育
所
緊
急
整
備

賃
貸
物
件
の
活
用
に
よ
る
保
育
所
整
備

小
規
模
保
育
整
備

幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育

認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援

家
庭
的
保
育
改
修
等

・
子
ど
も
の
数
に
理
想
と
現
実
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
更
な
る
展
開

～
待
機
児
童
ゼ
ロ
へ
～

・
3
0
～
4
0
代
前
半
の
女
性
の
労
働
力

率
が
低
下
す
る
Ｍ
字
カ
ー
ブ
が

残
っ
て
い
る

・
2
0
2
0
年
に
女
性
の
就
業
率
（
2
5

歳
～
4
4
歳
）
を
7
3
%
に
す
る

→
現
状
6
9
.5
%
（
2
0
1
3
年
）

・
2
0
2
0
年
に
第
１
子
出
産
前
後
の
女

性
の
就
業
継
続
率
を
5
5
%
に
す
る

→
現
状
3
8
%
（
2
0
1
0
年
）

□
希
望
ど
お
り
の
子
ど
も
数

を
産
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
将

来
的
に
安
定
し
た
人
口
構
造
を

保
持
し
続
け
る
こ
と
を
目
指
す
。

［
「
選
択
す
る
未
来
」
委
員
会
中
間
報

告
、
日
本
創
生
会
議
人
口
減
少
問
題
検

討
分
科
会
報
告
］

□
男
女
の
働
き
方
を
改
め
、

出
産
・
育
児
と
仕
事
の
両
立
が

し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と

で
、
男
女
が
共
に
持
て
る
能
力

を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
社

会
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
女

性
の
労
働
力
率
の
Ｍ
字
カ
ー
ブ

を
解
消
し
て
い
く
。

［
「
選
択
す
る
未
来
」
委
員
会
中
間
報

告
、
日
本
創
生
会
議
人
口
減
少
問
題
検

討
分
科
会
報
告
］

□
希
望
す
る
結
婚
と
子
ど
も

を
産
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る

経
済
的
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
、

安
定
的
な
雇
用
を
確
保

［
「
選
択
す
る
未
来
」
委
員
会
中
間
報

告
、
日
本
創
生
会
議
人
口
減
少
問
題
検

討
分
科
会
報
告
］

整
備
量

平
成
2
5
年
度

１
０
万
人

平
成
2
6
年
度

１
０
万
人

平
成
2
7
年
度

８
万
人

平
成
2
8
年
度

７
万
人

平
成
2
9
年
度

５
万
人

現
状

対
策

効
果

12



○
現
状
様
々
な
機
関
が
個
々
に
行
っ
て
い
る
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
支
援
に
つ
い
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
を
立
ち
上
げ
、
切
れ
目
の
な

い
支
援
を
実
施
。

○
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
を
配
置
し
て
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
世
帯
の
「
安
心
感
」を
醸
成
す
る
。

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児

産
後
ケ
ア
事
業
（
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
）

妊
婦
健
診

乳 児 家 庭 全

戸 訪 問 事 業

子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

母
子
保
健
相
談
支
援
事
業

※
保
健
セ
ン
タ
ー
等
に
設
置
す
る
こ
と
を
想
定

保
健
師

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

助
産
師

妊
娠
に
関
す

る
普
及
啓
発

不
妊
相
談

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
助
産
師
に
よ
る
相
談
支
援
等
）

医
療
機
関

保
健
所

児
童
相
談
所

民
間
支
援
機
関

連
携
・
委
託

ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
実
施
・
情
報
の
共
有

定
期
健
診

予
防
接
種

養
子
縁
組

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
拡
充

【
推
進
枠
：
３
３
億
円
】

参
考
２
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【
調
査
の
趣
旨
】

○
就
職
・
結
婚
・
出
産
等
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
若
年
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
、
一
定
の
若
年
者

に
つ
い
て
、
毎
年
継
続
的
に
調
査
し
、
若
年
者
の
行
動
が
地
方
の
人
口
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

得
ら
れ
た
分
析
結
果
は
、
主
に
、
少
子
化
の
歯
止
め
と
な
る
政
策
の
立
案
の
た
め
の
資
料
等
と
し
て
活
用
す

る
。

【
調
査
の
対
象
】

○
全
国
の
１
６
～
２
９
歳
の
男
女
（
及
び
そ
の
配
偶
者
）

【
調
査
の
項
目
】

○
調
査
対
象
者
の
居
住
地
、
移
動
の
有
無
、
就
職
・
結
婚
・
出
産
等
の
イ
ベ
ン
ト
の
有
無
等

○
こ
の
よ
う
な
項
目
を
毎
年
調
査
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
変
化
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
地
方

の
人
口
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
。

【
調
査
の
方
法
】

○
縦
断
調
査
に
よ
っ
て
、
経
年
的
な
変
化
を
把
握
す
る
。

○
研
究
機
関
へ
の
委
託
調
査
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。

若
者
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
行
動
の
縦
断
調
査
（
仮
称
）

【
推
進
枠
：
１
億
円
】

参
考
３
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企
業
が
女
性
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
に
、
①
現
状
の
実
態
把
握
を
行
い
、
②
行
動
計
画
の
策
定
・
公
表
を
行
っ
た
場
合
、
助
成
金
を
支
給
す
る
。
ま
た
、
都
道

府
県
労
働
局
に
、
女
性
活
躍
推
進
指
導
員
を
配
置
し
、
行
動
計
画
の
内
容
の
審
査
、
支
給
審
査
を
行
い
、
助
成
金
制
度
を
適
切
に
実
施
す
る
。

女
性
活
躍
推
進
加
速
化
助
成
金
等
事
業
（
仮
称
）
の
概
要

○
「
『
日
本
再
興
戦
略
』
改
訂
2
0
1
4
」
に
お
い
て
、
女
性
の
更
な
る
活
躍
推
進
の
た
め
、
女
性
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
指
導
的

地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
の
増
加
に
向
け
て
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
新
た
に
講
ず
べ
き
具
体
的
措
置
と
し
て
、
女
性
の

活
躍
推
進
に
向
け
た
新
た
な
法
的
枠
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
企
業
に
お
け
る
女
性
の
登
用
等
の
実
情
把
握
、
目
標
設
定
、
目
標
達
成
に
向
け
た
自
主
行

動
計
画
の
策
定
及
び
こ
れ
ら
の
情
報
開
示
等
の
検
討
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
ま
た
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
自
主
的
な
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
な
ど
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
検
討
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
助
成
金
制
度
を
創
設
す
る
。

趣
旨

趣
旨

都
道
府
県
労
働
局

女
性
活
躍
推
進
指
導
員

１
実
態
把
握
・
情
報
開
示
及
び
行
動
計
画
の
策
定
・
公
表
に
係
る
助
成

①
実
態
把
握
・
情
報
開
示
を
行
う
と
と
も
に
、
②
課
題
抽
出
と
原
因
分
析
を
行
っ
た
上
で

課
題
達
成
に
向
け
た
目
標
を
定
め
、
行
動
計
画
の
策
定
・
公
表
を
行
っ
た
企
業
に
対
し
、

行
動
計
画
に
盛
り
込
ん
だ
取
組
の
実
施
を
確
認
で
き
た
場
合
、
助
成
金
を
支
給
す
る
。

▶
支
給
額
：
中
小
企
業
2
0
万
円
、
大
企
業
1
5
万
円

２
女
性
活
躍
推
進
指
導
員
の
設
置

企
業
が
目
標
設
定
を
行
う
に
際
し
て
の
相
談
、
計
画
の
審
査
、
計
画
に
沿
っ
た
取
組
の

実
施
状
況
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
助
成
金
の
支
給
を
行
う
指
導
員
を
各
都
道
府
県
労

働
局
雇
用
均
等
室
に
配
置
し
、
助
成
金
制
度
を
適
切
に
運
用
す
る
。

▶
配
置
数
：
５
０
人
（
東
京
、
大
阪
、
愛
知
に
は
各
２
人
、
他
は
各
１
人
配
置
）

事
業
の
概
要

事
業
の
概
要

実
態
把
握

情
報
開
示

取組

目
標
設
定

行
動
計
画
の
策
定

公
表

① ②

企
業

計 画 審 査

支 給 申 請

取 組 確 認

【
推
進
枠
：
４
億
円
】

参
考
４
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